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令和６年１０月３０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和３年(ワ)第２０２２９号 意匠権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 令和６年７月１９日 

判       決 

  原 告       八 幡 化 成 株 式 会 社 5 

    同訴訟代理人弁護士       渡 辺  久 

    同 補 佐 人 弁 理 士       高 田 修 治 

 被 告      株 式 会 社 大 創 産 業 

    同訴訟代理人弁護士       白 木 裕 一 

    同 補 佐 人 弁 理 士       藤 本  昇 10 

                    野 村 慎 一           

主       文 

１ 被告は、別紙被告商品目録記載の商品を製造し、輸入し、使用し、譲渡し、

貸し渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 

２ 被告は、別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。 15 

３ 被告は、原告に対し、９４４万５３５８円及びこれに対する令和３年９月４

日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

４ 原告のその余の請求を棄却する。 

５ 訴訟費用は、これを１０分し、その３を原告の負担とし、その余を被告の負

担とする。 20 

６ この判決は、第３項に限り、仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 主文第１項及び第２項と同旨 

２ 被告は、原告に対し、１４４０万３０００円及びこれに対する令和３年９月25 

４日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 
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第２ 事案の概要等 

１ 事案の要旨 

本件は、意匠に係る物品を「収納容器」とする意匠登録第１４７２０７０号

の意匠権（以下、「原告意匠権」といい、原告意匠権に係る意匠を「原告意匠」

という。）を有する原告が、被告による別紙被告商品目録記載の商品（以下、5 

「被告商品」といい、被告商品に係る意匠を「被告意匠」という。）の販売等

は原告意匠権を侵害すると主張して、被告に対し、意匠法３７条１項及び２項

に基づき、被告商品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害金１４

４０万３０００円（意匠法３９条２項又は３項により算定される損害額１１４

０万３０００円及び弁護士費用に係る損害額３００万円）及びこれに対する訴10 

状送達の日の翌日である令和３年９月４日から支払済みまで民法所定の年３パ

ーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠（以下、書証番号は特

記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

(1) 当事者 15 

   原告は、プラスチック製品の製造、加工、販売を行う株式会社である。 

   被告は、日用雑貨、文具、玩具、化粧品及び手芸用品の卸売業並びに小売

業等を行う株式会社である。 

(2) 原告意匠権（甲５ないし８） 

原告は、平成２４年６月５日、原告意匠に係る意匠登録出願（意願２０１20 

２－１３３２０。以下「本件出願」といい、本件出願を行った日のことを

「本件出願日」という。）をし、同年１１月１６日付けの拒絶理由通知に対

し、同年１２月１４日に意見書を提出し、平成２５年４月２５日付けで意匠

登録査定を受けた。 

以上の経過により、原告は、次の登録意匠（原告意匠）に係る意匠権（原25 

告意匠権）を有している。 
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   登録番号       第１４７２０７０号 

   出願日        平成２４年６月５日 

   登録日        平成２５年５月１０日 

   創作者        Ａ 

   意匠に係る物品    収納容器 5 

   意匠に係る物品の説明 本物品は、収納容器本体と、その本体の側面上部

に取り付けられた把手用のロープとからなる。収

納容器本体は、軟質の合成樹脂で一体に形成され

ており、多目的の収納に用いられる。例えば、衣

料、雑誌、新聞、おもちゃ、野菜、乾物などを収10 

納するのに適している。 

   図面         別紙原告意匠公報図面目録のとおり 

(3) 被告商品及び被告意匠（乙１、弁論の全趣旨） 

   被告商品は、別紙被告商品目録記載２のとおり、その容量（サイズ）に応

じて三種類の商品が存在する（以下、容量が２リットルのものを「イ号」、15 

７リットルのものを「ロ号」、１９リットルのものを「ハ号」といい、これ

らに係る意匠を「イ号意匠」ないし「ハ号意匠」という。）。 

被告意匠の構成態様は、別紙対比表の「被告商品（イ号意匠）」、「被告商

品（ロ号意匠）」、「被告商品（ハ号意匠）」のとおりである。 

(4) 公知意匠 20 

   本件出願日当時、別紙公知意匠目録記載の公知意匠が存在した（以下、同

目録記載の各証拠番号に従って「甲９意匠」、「乙２意匠」などという。） 

(5) 被告の行為 

   被告は、令和３年２月頃から、中国で被告商品を製造し、それを日本国内

に輸入した上で、被告の各店舗において販売しており、海外への輸出も行っ25 

ていた（甲１４、弁論の全趣旨）。 
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(6) 被告商品の売上高及び限界利益 

ア 被告商品の日本国内における売上高は５９８１万３９００円であり、こ

の金額から被告商品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費

を控除した限界利益の額は●（省略）●である。 

イ また、前記アの売上高に海外への輸出に係る売上高を加えた金額は、６5 

３５８万８１００円である。 

３ 争点 

(1) 原告意匠と被告意匠の類否（争点１） 

(2) 無効の抗弁の成否（争点２） 

ア 乙２意匠に基づく新規性欠如（争点２－１） 10 

イ 乙２意匠等に基づく創作非容易性欠如（争点２－２） 

ウ 平成２４年６月６日から同月８日までの間、東京ビックサイトで開催さ

れた「インテリアライフスタイル」という名称の展示会（以下「本件展示

会」という。）への出品及び原告とその取引先とのやり取り等により公然

知られた意匠に基づく新規性欠如（争点２－３） 15 

エ 冒認出願又は共同出願違反（争点２－４） 

(3) 差止め等の必要性（争点３） 

(4) 損害の発生及び額（争点４） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（原告意匠と被告意匠の類否）について 20 

（原告の主張） 

(1) 原告意匠の構成態様について 

ア 基本的構成態様 

① 略楕円形状で小判型の底面とこれより大きい略楕円形状で小判型の上

面とからなる中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす収25 

納容器本体と、その収納容器本体の長手方向の両端上部に対向して設け
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られた縄紐からなる一対の把手とから構成されている。 

イ 具体的構成態様 

② 収納容器本体は、軟質の合成樹脂で一体に形成されており、正面視及

び背面視において、上辺の長さと下辺の長さと高さの比率が、約１０：

７．４：７．４をなしており、また、左右両側面視において、上端部の5 

幅と下端部の幅の比率が約６．７：５．２をなしている。 

③ 前記一対の把手は、二本の短い縄紐からなっており、前記収納容器本

体の長手方向の両端上部の大きく湾曲した面に対向して穿設された左右

一対の小さな透孔に太さのある縄紐の両端部を前記収納容器本体の外側

からそれぞれ挿通し、縄紐の各端部にひと際目立つ大きな止め結びを形10 

成し、その止め結びの先の縄紐がほつれて末広がり状となっていて、そ

の止め結びの存在が収納容器本体の上端の開口からはっきり見えるよう

になっており、縄紐の両端部と反対側が収納容器本体の外側にＵ字状に

垂下して設けられている。 

④ 収納容器本体の正面視及び背面視の上辺は、両端から中央部に向かっ15 

て緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形成しており、両端の高さと

中央の高さの比率が約１０：８．７をなしている。 

⑤ 収納容器本体底面の長手方向両端の円弧状部には、その円弧の中央部

とその両側に等間隔でそれぞれ三個の小さな突起が設けられている。 

(2) 被告意匠の構成態様について 20 

ア 基本的構成態様 

① 略楕円形状で小判型の底面とこれより大きい略楕円形状で小判型の上

面とからなる中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす収

納容器本体と、その収納容器本体の長手方向の両端上部に対向して設け

られた縄紐からなる一対の把手とから構成されている。 25 

イ 具体的構成態様 
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② 収納容器本体は、軟質の合成樹脂で一体に形成されており、正面視及

び背面視において、上辺の長さと下辺の長さと高さの比率が、約１０：

８：７．９をなしており、また、両側面視において、上端部の幅と下端

部の幅の比率が約６．８：５．３をなしている。 

③ 前記一対の把手は、二本の短い縄紐からなっており、前記収納容器本5 

体の長手方向の両端上部の大きく湾曲した面に対向して穿設された左右

一対の小さな透孔に太さのある縄紐の両端部を前記収納容器本体の外側

からそれぞれ挿通し縄紐の各端部にひと際目立つ大きな止め結びを形成

し、その止め結びの先の縄紐がほつれて末広がり状となっていて、その

止め結びの存在が収納容器本体の上端の開口からはっきり見えるように10 

なっており、縄紐の両端部と反対側が収納容器本体の外側にＵ字状に垂

下して設けられている。 

④ 収納容器本体の正面視及び背面視の上辺は水平をなしている。 

⑤ 収納容器本体底面の長手方向両端の円弧状部には、その円弧の中央部

とその両側に等間隔でそれぞれ三個の小さな突起が設けられている。 15 

(3) 原告意匠の要部について 

ア 原告意匠に係る物品は、衣類・タオル・ハンガー・生活雑貨等を収納す

ることを目的とする「収納容器」であって、大きさはさほど大きくなく、

床に置いて用いられる生活用品であり、その需要者は個人消費者である。

そして、個人消費者が収納容器を観察する場合は、収納容器を斜め上方か20 

ら見下ろして視認するのが通常である。 

    このような事情に加え、本件出願の審査段階における拒絶理由通知書で

「公知意匠１」として記載されていた甲１９の４意匠や、甲１０意匠、乙

２意匠、乙２６意匠等の内容を踏まえると、原告意匠の要部は以下のとお

りになる。 25 

「略楕円形状で小判型の底面とこれより大きい略楕円形状で小判型の上
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面とからなる中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす合成

樹脂製の収納容器本体とその収納容器本体の上面開口部の長手方向の両端

上部の大きな湾曲面に対向させて取り付けたＵ字状の縄紐からなる一対の

把手との組合せにより構成され、縄紐からなる把手の両端部が、収納容器

本体の側壁に設けられた貫通孔を介して収納容器本体の内部に延設され、5 

その両端部にそれぞれひときわ目立つ大きな止結びが形成されており、そ

の止結びの先のロープの部分がほつれて末広がり状となっており、さらに

その結び目の存在が収納容器本体の上端の開口からはっきり見えるように

したこと」 

イ これに対し、被告は、原告意匠のうち「船のようなカタチ」に相当する10 

構成態様、すなわち、収納容器本体の正面視及び背面視の上辺は、両端か

ら中央部に向かって緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形成している

点（具体的構成態様④）が原告意匠の要部となると主張している。 

    しかしながら、このような構成態様は、前記アで指摘した公知意匠に含

まれるものであって、需要者の注意を惹くものとはいえない。 15 

    むしろ、基本的構成態様①のうち「略楕円形状で小判型の底面とこれよ

り大きい略楕円形状で小判型の上面とからなる中空の逆略楕円錐台形状の

上面が開口された形状をなす収納容器本体」としての全体形状、特に、小

判型の両辺が長い直線状で先端部と後端部が半円状であることによって、

全体として「逆略楕円錐台形状」をなしている点を、「船のようなカタチ」20 

として原告意匠の要部とすべきである。 

(4) 対比 

ア 共通点 

    原告意匠と被告意匠は、基本的構成態様①並びに具体的構成態様③及び

⑤において共通するほか、具体的構成態様②のうち収納容器本体が軟質の25 

合成樹脂で一体に形成されている点で共通する。 
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    上記の態様は、いずれも原告意匠の要部といえるものであるから、原告

意匠と被告意匠は要部において共通する。 

イ 差異点 

(ｱ) 具体的構成態様②において、原告意匠では、収納容器本体が、正面視

及び背面視において、上辺の長さと下辺の長さと高さの比率が、約１5 

０：７．４：７．４であり、また、側面視において、上端部の幅と下端

部の幅の比率が約６．７：５．２をなしているのに対し、被告意匠では、

収納容器本体が、正面視及び背面視において、上辺の長さと下辺の長さ

と高さの比率が、約１０：８：７．９をなしているのに対し、また、側

面視において、上端部の幅と下端部の幅の比率が約６．８：５．３をな10 

している点に差異点があるが、これらの差異点は僅かな差異にすぎない。 

(ｲ) 具体的構成態様④において、原告意匠では、収納容器本体の正面視及

び背面視の上辺が、両端から中央部に向かって緩やかに下方に湾曲した

緩やかな円弧を形成しており、両端の高さと中央の高さの比率が約１

０：８．７をなしているのに対し、被告意匠では、収納容器本体の正面15 

視及び背面視の上辺が水平をなしている点に差異点がある。 

  しかしながら、原告意匠において収納容器本体の上辺が緩やかに凹状

に湾曲している構成については、収納容器の分野ではありふれた構成で

あって需要者の注意を惹く度合いは弱いものである。 

また、前記アのとおり、個人消費者が収納容器を観察する場合は、収20 

納容器を斜め上方から見下ろして視認するのが通常であるところ、その

ような方法で視認した場合、収納容器本体の上辺の形状は需要者の印象

に残り難いものである。 

したがって、上記の差異点も、需要者に異なる印象を与えるものでは

ない。 25 

(ｳ) まとめ 



9 

 

     このように、前記(ｱ)及び(ｲ)で指摘した差異点は、両意匠を全体と

して観察した際に、異なる印象を与えるものではない。 

(5) 小括 

   以上によれば、原告意匠と被告意匠は要部において共通している上、その

差異点は、需要者が両意匠の全体的構成から認識する美感の共通性を凌駕し5 

て美感の差異を生じさせるような顕著な差異ではないから、両者は類似する。 

（被告の主張） 

(1) 原告意匠の構成態様について 

ア 原告の主張のうち基本的構成態様①並びに具体的構成態様②及び⑤の内

容は認め、その余は否認ないし争う。 10 

イ 具体的構成態様③及び④については、以下のとおりとすべきである（下

線部は修正すべき箇所を、括弧付き部分は原告主張の構成態様から削除す

べき部分を、それぞれ意味する。）。 

③’前記一対の把手は、二本の短い縄紐からなっており、前記収納容器本

体の長手方向の両端上部の外周面に対向して穿設された左右一対の小さ15 

な透孔に（太さのある）縄紐の両端部を前記収納容器本体の外側からそ

れぞれ挿通し、該縄紐の各端部に（ひと際目立つ大きな）止め結びを形

成し、（その止め結びの先の縄紐がほつれて末広がり状となっていて、

その止め結びの存在が収納容器本体の上端の開口からはっきり見えるよ

うになっており、当該縄紐の両端部と反対側が）収納容器本体の外側に20 

Ｕ字状に垂下して設けられている。 

④’収納容器本体の正面視及び背面視の上辺は、正面中央部から側面中   

央の最高位置に向かって大きく湾曲した構成で、両端の高さと中央の高

さの比率が約１０：８．７をなしている。 

ウ さらに、原告主張の具体的構成態様に加えて、収納容器本体の側面視の25 

上辺について、次の具体的構成態様を追加すべきである。 
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⑥ 収容容器本体の側面視の上辺は、中央部に向かって大きく立ち上がり、

全体が弧状の凸状面として突設した形状である 

(2) 被告意匠の構成態様について 

ア 原告の主張のうち基本的構成態様①並びに具体的構成態様④及び⑤の内

容は認め、その余は否認ないし争う。 5 

イ 具体的構成態様②及び③の内容は以下のとおりにすべきである（下線部

は修正すべき箇所を、括弧付き部分は原告主張の構成態様から削除すべき

部分を、それぞれ意味する。）。 

②’収納容器本体は、軟質の合成樹脂で一体に形成されており、正面視及

び背面視において、上辺の長さと下辺の長さと高さの比率は、イ号意匠10 

は約１０：８．１：７．７、ロ号意匠は約１０：７．９：７．６、ハ号

意匠は約１０：８：７．５で、両側面視において上端部の幅と下端部の

幅の比率は、イ号意匠は約６．８：５．１、ロ号意匠は約６．８：５．

２、ハ号意匠は約６．８：５．１をなして、しかも、イ号意匠ないしハ

号意匠はいずれも正面視及び背面視の中央の高さと両端の高さは１：１15 

で同一である。 

③’前記一対の把手は、二本の短い縄紐からなっており、前記収納容器本

体の側面に対向して穿設された左右一対の小さな透孔に（太さのある）

縄紐の両端部を前記収納容器本体の外側からそれぞれ挿通し該縄紐の各

端部に（ひと際目立つ大きな）止め結びを形成し、（その止め結びの先20 

の縄紐がほつれて末広がり状となっていて、その止め結びの存在が収納

容器本体の上端の開口からはっきり見えるようになっており、当該縄紐

の両端部と反対側が）収納容器本体の外側にＵ字状に垂下して設けられ

ている。該縄紐は、１９リットル、７リットル、２リットルに応じて本

体の高さに対し、側面視に裸出した縄紐の上下の長さがイ号意匠＜ロ号25 

意匠＜ハ号意匠という長さの関係になると同時に、ロープ両端部の開脚
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幅はイ号意匠＞ロ号意匠＞ハ号意匠の幅関係となるため、ロープの側面

視形状は、イ号意匠については略Ｖ字状、ロ号意匠については大なるＵ

字状、ハ号意匠については細長Ｕ字状を呈して垂下してなる。 

ウ さらに、原告の主張する具体的構成態様に加えて、収納容器本体の側面

視の上辺について、次の具体的構成態様を追加すべきである。 5 

⑥ 収納容器本体の側面視の上辺は、水平な直線形状で平坦である。 

(3) 原告意匠の要部について 

ア 原告意匠は、逆略楕円錐台形状の上面が開口された収納容器本体と一対

のロープ状の把手を設けてなる構成態様を基本とするが、このような構成

態様は周知又は公知のものであって、需要者の注意を惹くものではない。 10 

他方、原告意匠のうち正面視及び背面視における収納容器本体の上辺は、

正面中央部から側面中央の最高位置に向かって大きく湾曲している点、収

容容器本体の側面視の上辺は、中央部に向かって大きく立ち上がり、全体

が弧状の凸状面として突設した形状である点（具体的構成態様④’及び⑥）

は、「船のようなカタチ」として強く印象づけられるものである。 15 

したがって、原告意匠の要部については、「ロープからなる一対の把手

を両側端面に有する曲線を基調とした船のようなカタチをしている軟質の

収納容器本体の全体形状」と考えるべきである。 

イ これに対し、原告は、全体として「逆略楕円錐台形状」をなしている点

を、「船のようなカタチ」として原告意匠の要部とすべきであると主張す20 

る。 

    しかしながら、原告の主張は、自らが具体的構成態様④として主張する

「収納容器本体の正面視及び背面視の上辺は、両端から中央部に向かって

緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形成しており」という構成態様を

無視するものであって、明らかに不当である。 25 

    また、原告は、特許庁からの拒絶理由通知に対する主張として、収納容
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器本体の上辺の形状の違いを強調しており、原告の主張はこのような出願

段階の主張と矛盾するものであって、禁反言の法理に基づき許されないも

のである。 

(4) 対比 

ア 共通点 5 

原告意匠と被告意匠は、基本的構成態様①が共通するが、このような構

成態様は、ありふれた形態であって類否判断を左右する事情ではない。 

イ 差異点 

(ｱ) 具体的構成要件④及び④’について、原告意匠の正面視及び背面視に

おける収納容器本体の上辺は、正面中央部から両側面中央の最高位置に10 

向かって大きく湾曲した形状であり、「船のようなカタチ」を有してい

るのに対し、被告意匠の正面視及び背面視における収納容器本体の上辺

は水平となっている点に差異点がある。 

また、具体的構成要件⑥について、原告意匠の側面視における収納容

器本体の上辺は、「船のようなカタチ」を造形するために、中央部に向15 

かって大きく立ち上がり全体が弧状の凸状面として突設した形状である

のに対し、被告意匠の側面視における収納容器本体の上辺は水平となっ

ている点に差異点がある。 

このような差異点は、原告意匠の要部である「船のようなカタチ」に

係るものであり、需要者に異なる印象を強く与えるものである。 20 

(ｲ) なお、原告意匠の要部について、前記１（原告の主張）(3)のとおり

であると解したとしても、原告意匠と被告意匠のロープの両端部の止め

結びの大きさは異なっており、被告意匠は、原告意匠のように「ひとき

わ目立つ大きな止め結び」を有していない。 

(5) 小括 25 

以上のとおり、原告意匠と被告意匠は、その要部において大きな差異点が
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存在しているから、類似しない。 

２ 争点２（無効の抗弁の成否）について 

(1) 争点２－１（乙２意匠に基づく新規性欠如）について 

（被告の主張） 

   原告意匠の要部は、前記１（被告の主張）(3)のとおり、「ロープからな5 

る一対の把手を両側端面に有する曲線を基調とした船のようなカタチをして

いる軟質の収納容器本体の全体形状」であり、乙２意匠は、この原告意匠の

要部を有する意匠である。 

   また、原告意匠に係る物品は「収納容器」であるのに対し、乙２意匠に係

る物品は「包装用バケツ」であり、両者は同一又は類似する。 10 

   このような事情に加え、縄紐の取付位置や結び目の大きさ等の差異は類否

に影響するものとは言い難いことも踏まえると、原告意匠は乙２意匠と類似

するものといえる。 

   したがって、原告意匠は、本件出願の時点において新規性を欠くものであ

ったといえるから、原告意匠に係る意匠登録には無効理由がある（意匠法３15 

条１項３号、２号）。 

（原告の主張） 

   乙２意匠は、①包装桶本体、②その上面の開口部全体を覆うための着脱可

能な横長楕円形状の薄板状の蓋体及び③上記本体の正面及び背面にそれぞれ

取り付けられた細紐からなり、Ｕ字状に垂下された把手を有しているところ、20 

原告意匠には、上記②（薄板状の蓋体）に相当する構成態様は存在しない。 

   また、上記①の形状について、乙２意匠では、包装桶本体上面の楕円形状

の縦横の長さの比率は、約１：１．８であるのに対し、原告意匠の収納容器

本体上面の楕円形状の縦横の長さの比率は、１：１．５となっている。この

ように、乙２意匠の包装桶本体の上面開口部は、鋭角的に湾曲しており全体25 

として細長くとがった感じの楕円形状となっているのに対し、原告意匠の上
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部開口部は、鈍角的に湾曲しておりずんぐりとした丸い感じを与える小判型

楕円形状となっている点で差異がある。 

さらに、乙２意匠では、包装桶本体の正面視及び背面視における上辺は略

水平をなしているのに対し、原告意匠では収納容器本体の正面視及び背面視

の上辺は両端から中央部に向かって緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を5 

形成している点にも差異点がある。 

   加えて、上記③の形状について、乙２意匠では、細紐からなる把手部が、

包装桶本体の正面及び背面の湾曲がきわめて緩やかな壁面の上部に、それぞ

れ幅広な間隔で根本部が取り付けられているのに対し、原告意匠では、太く

て短い縄紐からなる把手部が、収納容器本体の側面の湾曲の大きい壁面の上10 

部に、狭い間隔で根本部が取り付けられている。このように、把手の形状に

おいても差異点がある。 

   したがって、原告意匠と乙２意匠は類似するとはいえないから、意匠法３

条１項３号に基づく新規性欠如の無効主張は理由がない。 

(2) 争点２－２（乙２意匠等に基づく創作非容易性欠如）について 15 

（被告の主張） 

   仮に原告意匠と乙２意匠が類似しないとしても、当業者は乙２意匠及び乙

４意匠ないし乙９意匠に基づき原告意匠を容易に創作できたといえる。 

すなわち、原告意匠のうち「合成樹脂製の収納容器本体と縄紐からなる把

手とを組合せ、収納容器本体の内部に、その本体外部に配置された把手（縄20 

紐）の４つの端部を収納容器本体側壁に貫通させて内部に突出させた」構成

は、乙２意匠等によって公然知られたものである。 

また、原告意匠のうち「４つの端部にそれぞれひときわ目立つ大きな結び

目を設け、その結び目の存在が収納容器本体の上端の開口からはっきり見え

るようにした」構成も、乙４意匠ないし乙９意匠によって公然知られたもの25 

である。 
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したがって、原告意匠の要部となる構成は、当業者であれば、乙２意匠及

び乙４意匠ないし乙９意匠に基づいて、容易に創作することができた意匠で

あるため、原告意匠に係る意匠登録には無効理由がある（意匠法３条２項）。 

（原告の主張） 

   乙２意匠と原告意匠との間で多くの差異点が存在することは、前記(1)5 

（原告の主張）のとおりである。 

   また、乙６意匠及び乙８意匠については、いずれも個人によるインターネ

ット上の投稿記事にすぎず、その具体的な掲載日時等は判然としないから、

本件出願前に公知であったとはいえない。 

さらに、乙４意匠ないし乙９意匠については、乙４意匠及び乙５意匠の把10 

手が縄紐状ではなく細紐状である点、乙６意匠の収納容器本体が角張った箱

型の織紙製である点並びに乙７意匠ないし乙９意匠の収容容器本体が角張っ

た箱型の木製である点で、原告意匠との間に差異がある。そして、把手の取

付位置等についても、原告意匠と乙４意匠ないし乙９意匠との間では大きく

相違している。 15 

したがって、原告意匠は、当業者が乙２意匠及び乙４意匠ないし乙９意匠

に基づいて容易に創作することができた意匠であるとはいえないから、意匠

法３条２項に基づく無効主張は理由がない。 

(3) 争点２－３（本件展示会への出品及び原告とその取引先とのやり取り等に

より公然知られた意匠に基づく新規性欠如）について 20 

（被告の主張） 

ア 原告は、本件出願日の翌日（平成２４年６月６日）から開催された本件

展示会において、原告意匠の実施品である「バルコロール（ｂａｌｃｏｌ

ｏｒｅ）」という名称の商品（以下「原告商品」という。）を出品している

ところ、本件展示会は、約６００社もの出店が予定された、極めて大規模25 

な国際見本市であった。 
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原告が何ら事前の手続を経ることなく本件展示会に原告商品を出品した

とは考え難く、本件出願日（平成２４年６月５日）よりも前の時点で、原

告商品が掲載されたカタログや写真が本件展示会の主催者に送付され、同

主催者は、そのようなカタログや写真を見た上で、出展の可否を審査し、

展示会における小間位置を決定したものと考えられる。 5 

イ また、アマゾン合同会社（以下「アマゾン」という。）が、原告商品の

取扱いを開始したのは、遅くとも平成２４年７月２日であることが確認さ

れており、さらに、原告商品を取扱っている取引先の一つであるＢＲＵＮ

Ｏ株式会社（以下「ＢＲＵＮＯ」という。）は、原告商品の発売時期を

「２０１２ＡＷ」と表記している。 10 

そして、原告は、アマゾン及びＢＲＵＮＯ以外にも多種多様の取引先

（インテリアショップ、コンセプトショップ、家具店、ネット販売、百貨

店、量販店、専門店、ホームセンターなど）を有している。 

ウ さらに、原告は、平成２４年６月５日以前に、原告商品の製作のために

必要な金型等を社外の業者に発注しているものと考えらえるが、その際に、15 

原告商品の図面や画像データ等が送付された可能性は高い。 

エ 以上のような事情からすれば、原告意匠は、本件出願前に公然知られた

意匠となっていたといえるから、原告意匠に係る意匠登録には新規性欠如

の無効理由がある（意匠法３条１項１号）。 

（原告の主張） 20 

ア 原告が本件展示会において原告商品を一般公開したのは、本件出願日の

翌日である平成２４年６月６日からであり、それ以前に原告商品が納品、

展示されていた事実はない。 

イ 原告が、ＢＲＵＮＯに原告商品の出荷をしたのは、平成２４年８月３０

日からであり、他の取引先に対して営業活動を開始したのは、同年６月６25 

日からである。 



17 

 

ウ 原告が、本件出願より前に、原告商品の製作に必要な金型を発注してい

たとしても、発注を受けた会社は、原告との関係で信義則に基づく秘密保

持義務を負っているといえるから、このような行為によって原告意匠が公

知になったとはいえない。 

エ したがって、原告意匠は、本件出願前に公然知られた意匠になっていた5 

といえないから、意匠法３条１項１号に基づく無効主張は理由がない。 

(4) 争点２－４（冒認出願又は共同出願違反）について 

（被告の主張） 

   原告意匠の創作者は、当時の原告の代表取締役であったＡ（以下「Ａ」と

いう。）とされている。 10 

しかしながら、Ａが原告意匠の創作にどのように関与したかは明らかでは

ないことに加え、原告はデザイナーを正社員として雇用しているため、原告

の商品開発には原告のデザイン企画室の関与があったことがうかがわれるに

もかかわらず、原告を出願人とする意匠権及び特許権の創作者及び発明者は

全てＡになっていることにも照らすと、原告意匠は、Ａ単独で創作されたも15 

のではなく、原告の他の従業員の単独又は同従業員とＡの共同で創作された

ものと考えられる。 

そうすると、本件出願は、冒認出願（意匠法４８条１項３号）であるか、

共同出願の規定（同法１５条１項、特許法３８条）に反するもの（意匠法４

８条１項１号）であるから、原告意匠に係る意匠登録には無効理由がある。 20 

（原告の主張） 

   被告は、原告意匠がＡではない原告の従業員の単独又は同従業員とＡの共

同で創作されたものと主張するが、単なる憶測にすぎず、原告意匠の創作者

はＡである。 

   したがって、冒認出願又は共同出願違反に基づく無効主張は理由がない。 25 

３ 争点３（差止め等の必要性）について 
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（原告の主張） 

  被告商品の販売等は、原告意匠権を侵害する行為であり、本件では、原告意

匠権に基づく被告商品の販売等の差止め及び廃棄の必要性がある。 

（被告の主張） 

  否認ないし争う。 5 

４ 争点４（損害の発生及び額）について 

（原告の主張） 

(1) 意匠法３９条２項による損害額の算定 

ア 推定される損害額について 

被告商品の日本国内における売上げに係る限界利益の額は●（省略）●10 

であり、この金額が、意匠法３９条２項に基づき原告が受けた損害額と推

定される。 

イ 推定の覆滅事由について 

(ｱ) 意匠権者と侵害者の業務態様等の相違（市場の非同一性） 

ａ 被告は、原告商品と被告商品の販売チャンネルが大きく異なってい15 

ると主張する。 

しかしながら、原告は、個人消費者に対して直接商品を販売してい

るわけではないものの、原告商品は、小売業者の店舗を通じて個人消

費者に対して販売されているものであって、原告商品も被告商品も、

実店舗を通じて個人消費者に対して販売されているという点において20 

は変わりがない。 

そうすると、被告の主張する事情は、推定の覆滅事由とはならない。 

ｂ また、被告は、原告商品と被告商品の販売価格が大きく乖離してい

る点を推定の覆滅事由として主張するが、両者の販売価格はいずれも

安価な価格帯に収まっており、その価格差が大きいとはいえないから、25 

被告の当該主張は理由がない。 
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(ｲ) 市場における競合品の存在 

      被告は、収納容器の市場には多数の競合品が存在すると主張する。 

しかしながら、被告から提出された証拠に記載されている商品は、い

ずれも原告意匠の特徴を有しておらず、原告商品と被告商品との関係で

競合品と呼べるようなものではない。 5 

したがって、これらの商品の存在は、推定の覆滅事由とはならない。 

(ｳ) 被告の営業努力 

被告は、被告の営業努力が推定の覆滅事由に該当すると主張するが、

被告商品を大量に販売できたのは、被告商品が原告意匠と類似する外観

を有していたからであり、被告の営業努力によるものとはいえないから、10 

被告の当該主張は理由がない。 

(ｴ) 侵害品の性能（機能、性能等の意匠以外の特徴）及び被告商品は原告

意匠の一部のみを用いていること 

被告は、需要者は、収納容器を購入するに際し、外観よりもその機能

面を重視することや、原告商品の外観において考慮すべきなのは色彩及15 

び「船のようなカタチ」に相当する構成態様であることを主張する。 

しかしながら、前記(ｳ)で主張したとおり、被告商品を大量に販売で

きたのは、被告商品が原告意匠と類似する外観を有していたからであり、

被告の主張する機能や外観等を重視したものではないから、被告の当該

主張は理由がない。 20 

(ｵ) まとめ 

     以上によれば、被告の主張する事情はいずれも推定の覆滅事由とはな

らない。 

よって、原告は、被告に対し、意匠法３９条２項により推定される損

害額として１１４０万３０００円を請求することができる。 25 

(2) 意匠法３９条３項による損害額の算定 
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ア 意匠法３９条３項の適用について 

    本件においては、意匠法３９条２項による推定が覆滅される場合であっ

ても、原告が本件意匠の実施許諾をすることができるから、推定が覆滅さ

れた部分については、意匠法３９条３項を適用することができる。 

イ 使用料率について 5 

    類似の裁判例においては、その売上高の８パーセントや１０パーセント

といった使用料率が認められているところ、原告商品は、おしゃれな収納

容器として多数の雑誌に取り上げられており、優れたデザインといえるこ

とからすれば、本件における使用料率は、上記の割合を下回ることはない。 

以上に加えて、意匠権侵害をした者に対して事後的に定められるべき使10 

用料率は、通常の使用料率に比べて自ずと高額になること、被告は、本件

訴訟において侵害論の心証開示を受けた後も被告商品を販売しており、被

告による原告意匠権の侵害態様は悪質であることなどからすれば、本件に

おける使用料率は、被告商品の売上高の２０パーセントとすべきである。 

ウ まとめ 15 

    したがって、仮に意匠法３９条２項による推定が覆滅されたとしても、

その部分については、同条３項により算定された損害が認められるべきで

あって、意匠法３９条２項又は３項により算定された損害額の合計は１１

４０万３０００円を下回ることはない。 

(3) 弁護士費用に係る損害額 20 

   原告は、被告の不誠実な対応により、弁護士に本件の解決を委任せざるを

得なくなり、これに要した弁護士費用は３００万円を下回ることはない。 

(4) 小括 

   以上によれば、原告に生じた損害の合計額は１４４０万３０００円となる。 

（被告の主張） 25 

(1) 意匠法３９条２項による損害額の算定 
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ア 推定される損害額について 

原告は、被告商品の日本国内における売上げに係る限界利益の額である

●（省略）●が意匠法３９条２項に基づき原告が受けた損害額と推定され

ると主張する。 

しかしながら、意匠法３９条２項の適用を受けるためには、原告におい5 

て損害の発生を立証する必要があるところ、原告は、原告商品の売上げを

開示しておらず、被告商品の販売後も、原告商品の売上げは増加している

可能性がある。 

そうすると、本件では、損害の発生が立証されていないから、意匠法３

９条２項を適用することはできない。 10 

イ 推定の覆滅事由について 

(ｱ) 意匠権者と侵害者の業務態様等の相違（市場の非同一性） 

ａ 原告は、自社店舗を通じて個人消費者に対して直接販売しておらず、

原告の販売先である小売業者は、いわゆる高級な商品を取り扱う店舗

ばかりである。これに対し、被告は、被告の各店舗において、被告商15 

品を個人消費者に対して直接販売している。 

ｂ また、被告商品は、イ号（２リットル）が１００円、ロ号（７リッ

トル）が３００円及びハ号（１９リットル）が５００円という金額で

販売されていた一方で、原告商品のうちイ号の大きさに相当する商品

の販売価格は、２０００円を超えるものも存在していた。 20 

ｃ このように、原告商品と被告商品は、その販売チャンネルが全く異

なっている上、市場における販売価額も大きく乖離している。そして、

原告は、原告商品の売上げを明らかにしておらず、被告商品が販売さ

れた後も、上記の売上げは増大している可能性が高い。 

以上の事情は、推定の覆滅事由に該当し、その覆滅割合は９割を下25 

回ることはない。 
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(ｲ) 市場における競合品の存在 

収容容器の市場では、数えきれないほど多数の商品が販売されており、

多くの競合品が存在していることは明らかである。 

仮に被告商品が存在しなかったとしても、個人消費者が高額な原告商

品を購入することは想定しがたく、このような市場における競合品の存5 

在も推定の覆滅事由となる。 

(ｳ) 被告の営業努力 

被告は、令和４年の売上高が５４９３億円であり、国内に４０４２

店舗、海外に２２９６店舗を有する、著名なガリバー企業である。ま

た、被告は、日経ＢＰが主催する「ブランド・ジャパン ２０２３」の10 

一般生活者編の「総合力」ランキングにおいて、５位を獲得している。 

このような被告の営業努力は推定の覆滅事由に該当し、その覆滅割合

は９割を下回ることはない。 

(ｴ) 侵害品の性能（機能、性能等意匠以外の特徴）及び被告商品は原告意

匠の一部のみを用いていること 15 

ａ 需要者は、収納容器を購入するに際し、外観よりもその機能面（収

納能力、持ち運びやすさ、柔軟さ、省スペース化、コンパクトさ、丈

夫さ、耐水性、汚れのとれやすさ、子供への安全性、用途の多様さな

ど）を考慮するものといえ、ホームページ等における原告商品の紹介

でも外観以外の機能面が強調されている。 20 

ｂ 原告商品の外観において、需要者が着目するのは、その色彩に加え、

「船のようなカタチ」に相当する構成態様、すなわち、正面視及び背

面視における収納容器本体の上辺は、正面中央部から側面中央の最高

位置に向かって大きく湾曲しており、側面視における収容容器本体の

上辺は、中央部に向かって大きく立ち上がり、全体が弧状の凸状面と25 

して突設した形状を有しているという構成態様である。 
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      この点は、原告商品が一般社団法人日本流行色協会理事長賞を受賞

した際の受賞理由として、色彩に関する指摘がされていること、原告

のホームページや原告商品につけられたタグにおいて、「まるで船の

ようなカーブのカタチが愛らしい」、「まるで船のカタチが愛らしい」

と記載されていることなどからも、明らかである。 5 

      これに対し、被告商品は、白色の商品しか存在しておらず、「船の

ようなカタチ」に相当する構成態様を有していない。 

ｃ 以上のような侵害品の性能及び被告商品は原告意匠の一部のみを用

いていることも推定の覆滅事由となる。 

(ｵ) まとめ 10 

     以上によれば、本件における推定の覆滅割合は９割５分を下回ること

はない。 

(2) 意匠法３９条３項による損害額の算定 

ア 意匠法３９条３項の適用について 

    原告は、意匠法３９条２項の推定が覆滅された部分について、同条３項15 

の適用があると主張するが、前記(1)の事情からすれば、推定が覆滅され

た部分について、被告が原告に対して実施許諾を得る必要性は存在せず、

被告は自らのブランド力などを生かして被告商品を販売することができた

というべきである。 

    そのため、本件では、同条２項の推定が覆滅された部分について、同条20 

３項を適用することはできない。 

イ 使用料率について 

株式会社帝国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許

権等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及び

ロイヤリティ料率に関する実態把握～本編」においては、「個人用品また25 

は家庭用品」に係る発明については、そのロイヤリティ料率は平均３．
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５％とされているところ、収納容器の分野は、商品の外観ではなく、その

機能が重視される分野であること、また、収容容器の外観については、主

に色彩やカラーバリエーションが最も考慮されるが、原告意匠はこれらの

要素とは無関係であることを踏まえると、本件における使用料率は、上記

の平均値とされている３．５％の半分強である２％とすべきである。 5 

(3) 弁護士費用に係る損害額 

   否認ないし争う。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点１（原告意匠と被告意匠の類否）について 

(1) 判断基準 10 

   登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を

通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされており（意匠法２４条２

項）、この類否の判断は、両意匠の構成を全体的に観察した上、意匠に係る

物品の性質、用途、使用態様を考慮し、更には公知意匠にない新規な創作部

分の存否等を参酌して、当該意匠に係る物品の看者となる需要者が視覚を通15 

じて最も注意を惹きやすい部分（要部）を把握し、この部分を中心に対比し

て認定された共通点と差異点を総合して、両意匠が全体として美感を共通に

するか否かによって判断するのが相当である。 

(2) 原告意匠と被告意匠に係る物品の同一性について 

   証拠（甲８、乙１４）及び弁論の全趣旨によれば、原告意匠と被告意匠に20 

係る物品は、いずれも生活雑貨などの家庭用品を収納する容器であり、同一

であると認められる。 

(3) 原告意匠及び被告意匠の構成態様について 

証拠（甲８の２、乙１）及び弁論の全趣旨によれば、原告意匠は別紙原告

意匠目録記載のとおりの、被告意匠は別紙被告意匠目録記載のとおりの、基25 

本的構成態様及び具体的構成態様をそれぞれ有していることが認められる
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（以下、裁判所の認定した同各目録記載の構成態様の種類及び項番に従って

「基本的構成態様①」ないし「具体的構成態様⑥」という。）。 

なお、当事者間では、具体的構成態様②、③、④及び⑥について、両意匠

の構成態様に争いがあるが、以下のように認定することができる。 

まず、被告意匠の具体的構成態様②については、証拠（乙１）及び弁論の5 

全趣旨によれば、イ号意匠ないしハ号意匠の収納容器本体の上辺の長さ等は

それぞれ異なるものと認められるから（別紙対比表「被告商品（イ号意匠）」、

「被告商品（ロ号意匠）」、「被告商品（ハ号意匠）」欄参照）、被告主張のと

おりの各意匠の長さの比率を認定することができる。 

次に、具体的構成態様⑥については、証拠（甲８、乙１）及び弁論の全趣10 

旨によれば、側面視における収納容器本体の上辺の形状は被告主張のとおり

であると認められるから、そのとおりの構成態様を認定することができる。 

他方、具体的構成態様③については、前提事実(3)、証拠（甲８、乙１）

及び弁論の全趣旨によれば、原告意匠及び被告意匠は、いずれも、太めの紐

縄及び大きい止め結びを有しているものと認められ、本件全証拠によっても、15 

イ号意匠ないしハ号意匠における収納容器本体の外側に存在する縄紐の具体

的な長さは明らかではないことから、基本的に原告主張のとおりの構成態様

を認定することができる。 

また、具体的構成態様④については、証拠（甲８、乙１）及び弁論の全趣

旨によれば、正面視及び側面視における収納容器本体の上辺の湾曲の程度は20 

緩やかなものと認められるから、原告主張のとおりの構成態様を認定するこ

とができる。 

(4) 対比 

ア 共通点 

    原告意匠と被告意匠は、略楕円形状で小判型の底面とこれより大きい略25 

楕円形状で小判型の上面とからなる中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口
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された形状をなす収納容器本体と、その収納容器本体の長手方向の両端上

部に対向して設けられた縄紐からなる一対の把手とから構成されるという

基本的構成態様において共通している（基本的構成態様①）。 

    また、両者は、具体的構成態様のうち、上記一対の把手は、二本の短い

縄紐からなっており、収納容器本体の長手方向の両端上部の外周面に対向5 

して穿設された左右一対の小さな透孔に太さのある縄紐の両端部を収納容

器本体の外側からそれぞれ挿通し縄紐の各端部に大きな止め結びを形成し

ている点、その止め結びの先の縄紐がほつれて末広がり状となっていて、

その止め結びの存在が収納容器本体の上端の開口から見えるようになって

いる点、収納容器本体の外側に存在する縄紐がＵ字状に垂下して設けられ10 

ている点（具体的構成態様③）、収納容器本体底面の長手方向両端の円弧

状部には、その円弧の中央部とその両側に等間隔でそれぞれ三個の小さな

突起が設けられている点（具体的構成態様⑤）において、共通する。 

イ 差異点 

    原告意匠では、正面視及び背面視において、収納容器本体の上辺の長さ15 

と下辺の長さと高さの比率が、約１０：７．４：７．４となっており、ま

た、側面視において、収納容器本体の上端部の幅と下端部の幅の比率が約

６．７：５．２となっているのに対し、被告意匠では、正面視及び背面視

において、収納容器本体の上辺の長さと下辺の長さと高さの比率は、イ号

意匠では約１０：８．１：７．７、ロ号意匠では約１０：７．９：７．６、20 

ハ号意匠では約１０：８：７．５となっており、側面視において、収納容

器本体の上端部の幅と下端部の幅の比率は、イ号意匠では約６．８：５．

１、ロ号意匠では約６．８：５．２、ハ号意匠では約６．８：５．１とな

っている点に差異点がある（具体的構成態様②。以下、この差異点を「差

異点１」という。）。 25 

    そして、原告意匠では、収納容器本体の上辺が、正面視及び背面視にお
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いては、両端から中央部に向かって緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧

を形成しており、また、側面視においては、中央部に向かって立ち上がり、

全体が弧状の凸状面として突設した形状であるのに対し、被告意匠では、

いずれも水平な直線形状となっている点に差異点がある（具体的構成態様

④及び⑥。以下、この差異点を「差異点２」という。）。 5 

ウ 原告意匠の要部 

(ｱ) 意匠に係る物品の性質、用途及び使用態様 

前記(2)のとおり、原告意匠と被告意匠に係る物品は、いずれも生活

雑貨などの家庭用品を収納する容器であるから、その需要者は個人消費

者であると認められる。 10 

     そして、需要者である個人消費者は、収納容器として物を収納する際

には、その使用のしやすさや持ち運ぶ際の便利さの観点から、物を収納

し又は収納することなく床等に収納容器を置いた際には、その見た目の

美しさ等の観点から、それぞれ、両意匠に係る物品を観察し、選択する

ということができる。 15 

そうすると、両意匠に係る物品の性質、用途及び使用態様に照らし、

収納容器として物を収納する際の使用のしやすさ等観点からは、収納容

器全体の形状等である基本的構成態様①が需要者の注意を惹く部分であ

るとともに、物を収納し又は収納することなく床等に置いた際の見た目

の美しさ等の観点からは、収納容器としての外形を特徴付ける部分の形20 

態である具体的構成態様③、④及び⑥が、最も強く需要者の注意を惹く

部分であるということができる反面、形状の細かな比率に係る具体的構

成態様②や収納容器本体底面の小さな突起に係る具体的構成態様⑤は、

需要者の注意を惹く部分ということはできない。 

(ｲ) 需要者の注意を惹く部分に係る公知意匠 25 

ａ 基本的構成態様①について 
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甲９意匠、甲１９の１意匠、甲１９の４意匠、乙２意匠、乙２６意

匠及び乙２７意匠においては、中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口

された形状をなす収納容器本体であるという点で構成を有するものと

認められる。 

      しかしながら、上記の各公知意匠のうち乙２意匠以外の意匠は、縄5 

紐からなる一対の把手は有しておらず、乙２意匠は、縄紐からなる一

対の把手を有しているものの、同把手は、収納容器本体の長手方向で

はなく、短手方向の両端上部に設けられている。 

      他方、乙６意匠ないし乙８意匠においては、収納容器本体の長手方

向の両端上部に縄紐からなる一対の把手を有していることが認められ10 

るものの、これらの意匠においては、収納容器本体が略箱状となって

おり、中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす収納容

器本体という構成を有していない。 

ｂ 具体的構成態様③について 

前記ａのとおり、具体的構成態様③について、乙６意匠ないし乙８15 

意匠は、収納容器本体の長手方向の両端上部に太さのある縄紐からな

る一対の把手を有しているところ、同把手は、収納容器本体の長手方

向の両端上部の外周面に対向して穿設された左右一対の小さな透孔に

収納容器本体の外側から挿通されており、縄紐の各端部に大きな止め

結びを形成していること、収納容器本体の外側に存在する縄紐はＵ字20 

状に垂下して設けられていることが認められる。 

しかしながら、原告意匠の収納容器本体は、軟質の合成樹脂で一体

に形成されているが（具体的構成態様②）、乙６意匠及び乙７意匠の

収納容器本体は、いずれも合成樹脂とは異なる材料によって製作され

たものである。 25 

ｃ 具体的構成態様④及び⑥について 
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甲９意匠、甲１０意匠、甲１９の４意匠、乙２６意匠及び乙２７意

匠においては、収納容器本体の上辺が、正面視及び背面視においては、

両端から中央部に向かって緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形

成し、かつ、側面視においては、中央部に向かって立ち上がり、全体

が弧状の凸状面として突設した形状を有していることが認められる。 5 

ｄ 検討 

前記ａないしｃのとおり、原告意匠の基本的構成態様①の一部、具

体的構成態様③、④及び⑥については、それぞれ類似する公知意匠が

存在するとは認められるものの、それらの構成態様を全て兼ね備えた

公知意匠は見当たらない。 10 

(ｳ) まとめ 

     以上のような意匠に係る物品の性質、用途及び使用態様並びに公知意

匠の内容からすれば、原告意匠の収納容器全体の形状及びその外形を特

徴付ける部分の形態である基本的構成態様①並びに具体的構成態様③、

④及び⑥を組み合わせた部分がその要部であると認められる。 15 

エ 差異点についての評価 

(ｱ) 差異点１（正面視及び背面視における収納容器本体の上辺の長さと下

辺の長さと高さの比率、両側面視における収納容器本体の上端部の幅と

下端部の幅の比率が異なっている点）は、要部ではない部分の差異にす

ぎない上、その比率の差はわずかなものにすぎない。 20 

また、差異点２（正面視、背面視及び側面視における収納容器本体の

上辺の形状が異なっている点）については、要部の一部に関する差異で

はあるが、前記ウ(ｲ)ｃのとおり、正面視、背面視及び側面視において、

収納容器本体の上辺を湾曲させることは、公知意匠にも見られた部分で

あって、原告意匠の効力範囲を適正に確定する上で、この部分のみをも25 

って要部ととらえるのは相当ではない。そして、別紙原告意匠公報図面
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目録記載１ないし３の斜視図、正面図、右側面図によれば、上記部分の

湾曲の程度はさほど大きいと評価できない上、前記ウ(ｱ)のとおり、需

要者である個人消費者が収納容器を見た目の美しさ等の観点から観察す

るのは、主として、物を収納し又は収納することなく床等に置いた際で

あると考えられ、その場合、収納容器の斜め上方から見下ろされること5 

が想定されるため、上記部分の湾曲や弧状の凸状面として突設した形状

は、際立ちにくいといえる。 

したがって、正面視、背面視及び側面視における収納容器本体の上辺

の形状の違いが需要者の視覚を通じて起こさせる美感に与える影響は、

限定的なものにとどまるというべきである。 10 

なお、証拠（乙１）及び弁論の全趣旨によれば、具体的構成態様③に

ついて、イ号意匠ないしハ号意匠では、収納容器本体の外側に存在する

紐縄によって構成されているＵ字の高さが異なることが認められるが、

仮にこの点を原告意匠と被告意匠の差異点であると捉えたとしても、そ

の差が大きいとはいえず、このような差異が美感に与える影響は小さい15 

ものと認められる。 

(ｲ) 以上のとおり、差異点１及び２は原告意匠が看者に起こさせる美感に

決定的な影響を与えるものではないのに対し、要部の大部分において前

記アの共通点がみられることからすれば、両意匠は、差異点が共通点を

凌駕するものではないというべきである。 20 

(5) 小括 

   したがって、原告意匠と被告意匠は、全体として需要者に一致した印象を

与えるものであって美感を共通にするといえるから、被告意匠は原告意匠に

類似すると認められる。 

２ 争点２（無効の抗弁の成否）について 25 

(1) 争点２－１（乙２意匠に基づく新規性欠如）について 
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証拠（乙２）及び弁論の全趣旨によれば、原告意匠と乙２意匠の意匠に係

る物品は類似するものと認められる上、両意匠は、略楕円形状で小判型の底

面とこれより大きい略楕円形状で小判型の上面とからなる中空の逆略楕円錐

台形状の上面が開口された形状をなす収納容器本体と、縄紐からなる一対の

把手から構成されている点（基本的構成態様①）、同把手は、二本の短い縄5 

紐からなっており、収納容器本体の外周面に対向して穿設された左右一対の

小さな透孔に収納容器本体の外側からそれぞれ挿通しており、縄紐が収納容

器本体の外側にＵ字状に垂下して設けられている点（具体的構成態様③）に

おいて、共通することが認められる。 

しかしながら、両意匠の間には、原告意匠は、収納容器本体の長手方向に10 

把手が設けられているのに対し、乙２意匠は、収納容器本体の短手方向に把

手が設けられている点（基本的構成態様①）、原告意匠は、太さのある縄紐

が使用されており、収納容器内側に大きな止め結びが形成されているのに対

し、乙２意匠は細い縄紐が使用されており、収納容器内側に存在する止め結

びは大きなものとはいえない点（具体的構成態様③）、原告意匠においては、15 

収納容器本体の上辺が、正面視及び背面視においては、両端から中央部に向

かって緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形成しており、また、側面視

においては、中央部に向かって立ち上がり、全体が弧状の凸状面として突設

した形状であるのに対し、乙２意匠は、いずれも水平な直線形状になってい

る点（具体的構成態様④及び⑥）において、差異点が存在するものと認めら20 

れる。 

そして、上記の把手の取付位置、紐縄の太さ、止め結びの大きさ及び正面

視、背面視及び側面視における収納容器本体の上辺の形状は、物を収納し又

は収納することなく床等に置いた際の見た目の美しさ等の観点及び収納容器

として物を収納する際の使用のしやすさ等の観点から、いずれも需要者の注25 

意を惹く部分であるといえる。そうすると、これらの差異点が両意匠の美観
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に与える影響は大きいものがあるというべきである。 

したがって、原告意匠と乙２意匠は、全体として需要者に一致した印象

を与えるものとはいえず、両意匠が類似するとはいえないから、原告意匠に

係る意匠登録に新規性欠如（意匠法３条１項３号、２号）の無効理由がある

とは認められない。 5 

(2) 争点２－２（乙２意匠等に基づく創作非容易性欠如）について 

ア 意匠法３条２項は、物品との関係を離れた抽象的モチーフとして意匠登

録出願前に日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色

彩又はこれらの結合を基準として、当業者が容易に創作をすることができ

る意匠でないことを登録要件としたものであるから、上記モチーフを基準10 

として、その創作に当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創

性があるものと認められない場合には、当業者が容易に創作をすることが

できた意匠に当たるものとして、同項に係る無効理由が存するものと解す

るのが相当である（最高裁昭和４５年（行ツ）第４５号同４９年３月１９

日第三小法廷判決・民集２８巻２号３０８頁、最高裁昭和４８年（行ツ）15 

第８２号同５０年２月２８日第二小法廷判決・裁判集民事１１４号２８７

頁参照）。 

イ 被告は、仮に原告意匠と乙２意匠が類似しないとしても、原告意匠は、

当業者が乙２意匠及び乙４意匠ないし乙９意匠に基づいて容易に創作する

ことができたものであるから、意匠法３条２項の無効理由が存在すると主20 

張する。 

そこで検討すると、原告意匠と乙２意匠との間には、前記(1)で指摘し

た差異点が存在する。 

次に、原告意匠と乙４意匠及び乙５意匠との間においては、原告意匠で

は、中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす収納容器本体25 

という構成を有するのに対し、乙４意匠及び乙５意匠では、上部が開口し
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た略箱状の収容容器本体という構成を有する点（基本的構成態様①）、原

告意匠は、太さのある縄紐が使用されており、収納容器内側に大きな止め

結びが形成されているのに対し、乙４意匠及び乙５意匠は細い縄紐が使用

されており、収納容器内側に存在する止め結びは大きなものとはいえない

点（具体的構成態様③）、原告意匠においては、収納容器本体の上辺が、5 

正面視及び背面視においては、両端から中央部に向かって緩やかに下方に

湾曲した緩やかな円弧を形成しており、また、側面視においては、中央部

に向かって立ち上がり、全体が弧状の凸状面として突設した形状であるの

に対し、乙４意匠及び乙５意匠は、いずれも水平な直線形状になっている

点（具体的構成態様④及び⑥）において、差異があるものと認められる。 10 

    また、乙６意匠、乙７意匠及び乙８意匠は、収納容器本体の長手方向に

一対の把手が設けられている点や、一対の把手には太さのある縄紐が使用

されており、収納容器内側に大きな止め結びが形成されている点において

（基本的構成態様①及び具体的構成態様③）、原告意匠と共通するが、原

告意匠では、中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす収納15 

容器本体という構成を有するのに対し、乙６意匠、乙７意匠及び乙８意匠

では、上部が開口した略箱状の収容容器本体という構成を有する点（基本

的構成態様①）、原告意匠は軟質の合成樹脂で一体に形成されているのに

対し、乙６意匠、乙７意匠及び乙８意匠は、軟質の合成樹脂以外の材質が

使用されている点（具体的構成態様②）、原告意匠においては、収納容器20 

本体の上辺が、正面視及び背面視においては、両端から中央部に向かって

緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形成しており、また、側面視にお

いては、中央部に向かって立ち上がり、全体が弧状の凸状面として突設し

た形状であるのに対し、乙６意匠、乙７意匠及び乙８意匠は、いずれも水

平な直線形状になっている点（具体的構成態様④及び⑥）において、差異25 

がある。 
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    さらに、原告意匠と乙９意匠との間においては、原告意匠では、中空の

逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす収納容器本体と、その収

納容器本体の長手方向の両端上部に対向して設けられた縄紐からなる一対

の把手という構成を有するのに対し、乙９意匠は、上部が開口した略有底

円筒状である収納容器本体と、その収納容器本体上部に対向して設けられ5 

た縄紐からなる一対の把手という構成を有する点（基本的構成態様①）、

原告意匠は軟質の合成樹脂で一体に形成されているのに対し、乙９意匠は、

軟質の合成樹脂以外の材質が使用されている点（具体的構成態様②）、原

告意匠においては、収納容器本体の上辺が、正面視及び背面視においては、

両端から中央部に向かって緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形成し10 

ており、また、側面視においては、中央部に向かって立ち上がり、全体が

弧状の凸状面として突設した形状であるのに対し、乙９意匠は、いずれも

水平な直線形状になっている点（具体的構成態様④及び⑥）において、差

異がある。 

そして、収納容器は、その性質上、その形状について多様な選択肢があ15 

るとはいえないものの、収納容器の具体的な寸法や把手の形状及びこれら

の素材については、その機能面から制約されるところは少なく、当業者は

新しい着想に基づく独創性を発揮する余地がある上、意匠の創作は、個々

の構成態様だけではなく、それらの結合に基づく全体としての美感を基準

として判断すべきものである。そうすると、原告意匠の基本的構成態様①20 

並びに具体的構成態様③、④及び⑥という構成を全て兼ね備えている点は、

上記のとおり公知意匠にはみられない独自のものであり、原告意匠に独特

の美感をもたらすものというべきである。 

    したがって、原告意匠を創作することに、当業者の立場からみた意匠の

着想の新しさないし独創性があるものと認められないということはできな25 

いから、原告意匠に係る意匠登録に創作非容易性欠如（意匠法３条２項）
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の無効理由があるとは認められない。 

(3) 争点２－３（本件展示会への出品及び原告とその取引先とのやり取り等に

より公然知られた意匠に基づく新規性欠如）について 

ア 意匠法３条１項１号の「公然知られた意匠」について、その文言や、刊

行物に記載された意匠（同項２号）と区別して「公然知られた意匠」を規5 

定していることからすれば、「公然知られた」というためには、意匠登録

出願前に、日本国内又は外国において、不特定又は多数の者に秘密でない

ものとして現実にその内容を知られたという事実が必要であると解すべき

である。 

イ 被告は、①本件展示会への出品及び②原告とその取引先とのやり取り等10 

により原告意匠は公然知られた意匠となっていたと主張する。 

しかしながら、上記①について、証拠（乙３７）及び弁論の全趣旨に

よれば、原告商品は、本件出願日の翌日である平成２４年６月６日から開

催されていた本件展示会に出品されていたこと、本件展示会への出品のた

めの搬入は、同月４日及び５日に行われたことが認められるが、本件全証15 

拠によっても、原告商品の具体的な搬入時期及び搬入方法並びに搬入後の

管理状況は明らかではなく、本件展示会への出品のための搬入が本件出願

前に行われていたとしても、それだけで原告意匠の内容が不特定又は多数

の者に秘密でないものとして現実に知られたという事実を認めることはで

きない。 20 

    次に、上記②について、証拠（乙１４、１５）及び弁論の全趣旨によれ

ば、インターネット上のショッピングサイトであるアマゾンにおける、原

告商品の取扱開始日は平成２４年７月２日となっていたこと、原告商品を

取り扱っているＢＲＵＮＯのウェブページにおいて、原告商品の発売時期

は「２０１２ＡＷ」（平成２４年秋）と記載されていることが認められる25 

ものの、これらの事実は、本件出願後に原告商品が販売されていたことを
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示すものにすぎず、本件出願前に、原告意匠の内容が不特定又は多数の者

に秘密でないものとして現実に知られたことを直ちに意味するものではな

い。 

    また、証拠（甲２６、証人Ａ）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本

件出願前に、原告商品の金型の発注を行っていることが認められるものの、5 

本件全証拠によっても、原告から発注を受けた取引先が不特定の者である

とは認められない上、このような取引先は、原告商品に係る情報について

信義則上の守秘義務を負っていると解されることからすれば、上記の事実

も、原告意匠の内容が不特定又は多数の者に秘密でないものとして現実に

知られたことを裏付けるものではない。 10 

    以上に加え、他に原告意匠の内容が本件出願より前に日本国内又は外国

において不特定又は多数の者に秘密でないものとして現実に知られたと認

めるに足りる証拠はないから、原告意匠に係る意匠登録に新規性欠如（意

匠法３条１項１号）の無効理由があるとは認められない。 

(4) 争点２－４（冒認出願又は共同出願違反）について 15 

  被告は、原告意匠が、Ａ単独で創作されたものではなく、原告の他の従業

員の単独又は同従業員とＡの共同で創作されたものであるから、本件出願は、

冒認出願であるか、共同出願の規定（意匠法１５条１項、特許法３８条）に

反するものであると主張する。 

  しかしながら、Ａは、原告意匠を自ら創作した旨証言し、同人作成の陳述20 

書（甲２６）にも同趣旨の記載がある。他方で、証拠（乙２１、２２、証人

Ａ）及び弁論の全趣旨によれば、原告にはデザイン企画室が存在しており、

同企画室には、大学等でデザインを専攻した人物が所属していたことが認め

られるものの、このような事実は、Ａ以外の原告に所属する人物が原告意匠

の創作に関与し得たことを示すものにすぎず、本件全証拠によっても、その25 

ような人物が原告意匠の創作に実際に関与した事実を認めることはできない



37 

 

から、Ａの上記証言等が信用できないということはできず、他にその信用性

を否定するに足りる証拠はない。 

  したがって、本件出願が冒認出願又は共同出願の規定に反するものとは認

められないから、被告の上記主張は採用できない。 

３ 争点３（差止め等の必要性）について 5 

  被告商品の内容、被告の行為態様及び本件に現れた諸事情を総合考慮すると、

本件においては、被告による被告商品の製造、輸入、使用、譲渡、貸渡し、輸

出並びに譲渡及び貸渡しの申出の差止めの必要性が認められ、被告商品の廃棄

の必要性も認められる。 

４ 争点４（損害の発生及び額）について 10 

(1) 意匠法３９条２項による損害額の算定 

ア 意匠法３９条２項の適用の可否及び同項により推定される損害額につい

て 

(ｱ) 被告は、原告は原告商品の売上げを開示しておらず、被告商品の販売

後も、その売上げが増加している可能性もあり、本件では、損害の発生15 

が立証されているわけではないから、意匠法３９条２項を適用すること

はできないと主張する。 

しかしながら、意匠法３９条２項は、意匠権者等が侵害行為による損

害の額を立証することが困難であることから、その立証を容易にするた

めに設けられたものであり、そのような同項の趣旨からすれば、同項の20 

適用が認められるためには、侵害者による侵害行為がなかったならば意

匠権者等が利益を得られたであろうという事情が存在すれば足りるもの

と解され、同項の適用のために、侵害者の侵害行為によって意匠権者等

の売上げが減少したという事情が存在する必要があるとはいえない。 

この点に関し、証拠（甲１２、甲１３）及び弁論の全趣旨によれば、25 

原告は、本件出願後、原告意匠を用いた「バルコロール（ｂａｌｃｏｌ
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ｏｒｅ）」という名称の商品（原告商品）の販売を継続していることが

認められる。 

そうだとすれば、本件においては、侵害者による侵害行為がなかった

ならば意匠権者等が利益を得られたであろう事情が存在するものといえ

るから、意匠法３９条２項を適用することができる。 5 

したがって、被告の上記主張は採用することができない。 

(ｲ) そして、前提事実(6)アのとおり、被告商品の日本国内における売上

高（５９８１万３９００円）から、被告商品の製造販売に直接関連して

追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額は●（省略）●であ

る。 10 

したがって、この金額が、意匠法３９条２項に基づき原告が受けた損

害額と推定される。 

イ 推定の覆滅事由について 

(ｱ) 意匠権者と侵害者の業務態様等の相違（市場の非同一性） 

     前提事実(5)、証拠（甲２９ないし甲３１、乙４６ないし４８）及び15 

弁論の全趣旨によれば、被告商品は、被告の各店舗において販売されて

おり、その価格は、イ号（２リットル）が１００円、ロ号（７リットル）

が３００円、ハ号（１９リットル）が５００円であったこと、原告商品

は、株式会社東京インテリア家具（家具やインテリアの小売店）、株式

会社ファミリア（子供用品等を扱う小売店。以下「ファミリア」とい20 

う。）、アルファロメオ、アバルト等を扱う自動車ディーラー、株式会社

アダストリア（アパレル業者）等を通じて販売されており、その価格は、

最低で１２１０円、最大で４９５０円（サイズは不明なものが多いが、

ファミリアでは、７リットルの商品が１３２０円、１９リットルの商品

が２２００円で販売されている。）であったこと、原告商品は、楽天市25 

場等のインターネット上のショッピングサイトでも販売されており、そ
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の価格は、２リットルの商品について、最低で１６８０円、最高で２３

０６円であったことが認められる。 

     このように、原告商品と被告商品は、その販売経路が異なることに伴

って販売価格に差が生まれており、両者の価格を比較すると、最も小さ

いものでも原告商品の価格が被告商品の価格の約４倍（ファミリアで販5 

売されている原告商品とロ号の比較）であり、大きなものでは原告商品

の価格が被告商品の価格の２０倍を超えるもの（楽天市場等のインター

ネット上のショッピングサイトで販売されている原告商品とイ号の比較）

も存在しており、原告商品及び被告商品の上記の価格差は小さいとはい

えない。       10 

そして、原告商品や被告商品は、生活雑貨などの家庭用品を収納する

容器であり、主に自宅で使用される実用品といえ、そうだとすれば、上

記の販売価格の差異は、需要者の購買動機に相当程度影響を与えている

と認めるのが相当である。 

     他方で、原告商品と被告商品は、インテリア商品でもあることからす15 

ると、その需要者の中には、価格を重視せず、デザイン性や色彩を重視

して、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少な

からず存在するものと推認できる上、原告商品と被告商品の価格は、い

ずれも数百円から数千円の範囲にとどまっており、比較的購入しやすい

価格帯であることに照らすと、上記の販売価格の差異による覆滅割合が20 

非常に大きなものになるとは考え難い。 

     これらの事情を踏まえると、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違

（市場の非同一性）は推定の覆滅事由に該当すると認められる。 

(ｲ) 市場における競合品の存在 

     被告は、収納容器については数えきれないほど多数の競合品が存在し25 

ていることが推定の覆滅事由になると主張する。 
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     しかしながら、競合品の存在について、証拠（乙３８）及び弁論の全

趣旨によれば、インターネット上のショッピングサイトで「収納 バス

ケット」などのキーワードで検索すると多数の商品が表示されることが

認められるものの、これらの商品や原告商品の市場におけるシェアは明

らかではなく、単に他の収納容器が多数販売されているという事実のみ5 

をもって、推定の覆滅を認めることはできないというべきである。 

     したがって、被告の上記主張は採用できない。 

(ｳ) 被告の営業努力 

     証拠（乙３９、４３）及び弁論の全趣旨によれば、被告はいわゆる１

００円均一ショップを展開する企業であるところ、被告の令和４年の年10 

間売上高は５４９３億円、従業員数は合計２万４６０５人（正社員５８

５人、臨時従業員数２万４０２０人）、日本国内の店舗数は４０９２店

舗であること、株式会社日経ＢＰコンサルティングが実施した「ブラン

ド・ジャパン２０２３」の一般生活者編の「総合力」ランキングにおい

て、被告はＵＳＪ（ユニバーサルスタジオジャパン）、Ｇｏｏｇｌｅ、15 

ＵＮＩＱＬＯ（ユニクロ）、Ｄｉｓｎｅｙ（ディズニー）に次ぐ５位と

なっていることが認められ、このような被告の企業規模の大きさや知名

度の高さは被告商品の売上げに相当程度影響を与えているものというべ

きである。  

そうすると、上記の事情は被告の営業努力の観点から推定の覆滅事由20 

に該当するものと認められる。 

(ｴ) 侵害品の性能（機能、性能等意匠以外の特徴）及び被告商品は原告意

匠の一部のみを用いていること 

被告は、①需要者は、収納容器を購入するに際し、外観よりもその機

能面やその色彩を考慮すること、②被告商品は、需要者が着目する「船25 

のようなカタチ」に相当する構成態様である具体的構成態様④及び⑥を
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有していないことが推定の覆滅事由になると主張する。 

      しかしながら、上記①について、証拠（乙１）及び弁論の全趣旨によ

れば、被告商品は白色の商品しか存在しないことが認められ、本件全証

拠によっても、被告商品が収納容器として特別な色彩や機能を有してい

ということはできない。そうだとすれば、被告商品の色彩や機能が、そ5 

の売上げに寄与したとは認められないから、侵害品の性能による推定の

覆滅を認めることはできない。 

      他方、上記②について、前記１(4)イのとおり、原告商品と被告商品

との間には、差異点１及び２が存在しており、特に差異点２（正面視、

背面視及び側面視における収納容器本体の上辺の形状が異なっている点）10 

は、原告意匠の要部の一部に関する差異といえることを踏まえると、原

告意匠が被告商品の売上げに寄与した程度は限定的なものであったとい

うべきである。 

     したがって、侵害品の性能（機能、性能等意匠以外の特徴）は推定の

覆滅事由であると認めることはできないが、被告商品は原告意匠の一部15 

のみを用いていることは推定の覆滅事由に該当するものと認められる。 

(ｵ) まとめ 

     以上によれば、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違（市場の非同一

性）、被告の営業努力及び被告商品は原告意匠の一部のみを用いている

ことは推定の覆滅事由に該当するものといえ、被告商品の購買動機の形20 

成に対する原告意匠の寄与割合は２割と認めるのが相当であるから、上

記の限度で推定が覆滅される。 

ウ 小括 

    したがって、意匠法３９条２項により算定される損害額は、●（省略）

●（＝●（省略）●×０．２）と認められる。 25 

(2) 意匠法３９条３項による損害額の算定 
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ア 意匠法３９条３項の適用の可否について 

(ｱ) 意匠権者は、自ら意匠を実施して利益を得ることができると同時に、

第三者に対し、意匠の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑

みると、侵害者の侵害行為により意匠権者が受けた損害は、意匠権者が

侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は5 

競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得

べかりし利益とを観念し得るものと解される。 

     そうすると、意匠法３９条２項による推定が覆滅される場合であって

も、当該推定覆滅部分について、意匠権者が実施許諾をすることができ

たと認められるときは、同条３項の適用が認められると解すべきである。 10 

(ｲ) これを本件において見ると、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違

（市場の非同一性）及び被告の営業努力による推定覆滅部分については、

実施許諾をすることができたものと認められるが、被告商品は原告意匠

の一部のみを用いていることについては、原告意匠が売上げに寄与して

いないことを理由に推定が覆滅されるものであるから、この部分につい15 

て、実施許諾をすることができたものとは認められない。 

(ｳ) そうだとすれば、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違（市場の非同

一性）及び被告の営業努力に係る推定覆滅部分についてのみ、意匠法３

９条３項の適用があると解するのが相当である。 

イ 登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相20 

当する額について 

(ｱ) 登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に

相当する額を算定する際の基礎となる金額は、侵害行為に関する売上高

であると解されるところ、前提事実(6)のとおり、被告商品は日本国内

の売上高は５９８１万３９００円であり、これに海外への輸出に係る売25 

上高を追加した金額は６３５８万８１００円である。 
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     そして、前記アのとおり、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違（市

場の非同一性）及び被告の営業努力に係る推定覆滅部分についてのみ、

意匠法３９条３項の適用があるところ、前記(1)イ(ｱ)、(ｲ)及び(ｴ)で

説示した内容に加えて、原告意匠と被告意匠との差異点が美感に与える

影響は限定的なものにとどまること（前記１(4)エ）などを総合考慮す5 

ると、上記の推定覆滅部分に相当する被告商品の売上高は、日本国内の

売上高の７割に相当する部分と認められる。 

     そうすると、本件において、上記の金銭の額を算定する際の基礎とな

る金額は、上記の日本国内の売上高に海外での売上高を加えた４５６４

万３９３０円（＝（５９８１万３９００円×０．７）＋（６３５８万８10 

１００円－５９８１万３９００円））となる。 

(ｲ) 次に、使用料率について、証拠（乙５９）及び弁論の全趣旨によれば、

株式会社帝国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許

等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及び

ロイヤルティ料率に関する実態把握～」には、特許権に関する「個人用15 

品または家庭用品」の使用料率（ロイヤリティ）の平均値は３．５パー

セントであると記載されていることが認められる。 

     この点について、上記の「個人用品または家庭用品」の使用料率（ロ

イヤリティ）の記載は特許権に関するものにすぎない上、そこにいう

「個人用品または家庭用品」の具体的な内容も明らかではなく、しかも、20 

上記の使用料率（ロイヤリティ）平均値は、収納容器とは異なる用品を

含めた数値であるものと推認される。 

     他方で、意匠権侵害をした者に対して事後的に定められるべき実施に

対し受けるべき使用料率は、通常の使用料率に比べて自ずと高額になる

ものと解される。 25 

以上の事情を総合考慮すると、本件において、登録意匠又はこれに類
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似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を算定する際

の使用料率は、被告商品の売上高の３．５パーセントとするのが相当で

ある。 

(ｳ) したがって、意匠法３９条３項により算定される損害額は、１５９万

７５３７円（＝４５６４万３９３０円×０．０３５）と認められる。 5 

(3) 弁護士費用 

   事案の難易、前記(1)及び(2)で認定した損害額並びにその他本件で現れ

た諸般の事情に照らすと、本件において相当因果関係を有する弁護士費用は

１００万円とするのが相当である。 

(4) 小括 10 

   以上によれば、被告が原告意匠権を侵害したことによって原告に生じた損

害額は合計９４４万５３５８円となる。 

第５ 結論 

  以上によれば、原告の請求は、被告に対し、被告商品の販売等の差止め及び

廃棄並びに９４４万５３５８円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令15 

和３年９月４日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延

損害金の支払を求める限度で理由がある。 

よって、原告の請求は上記の限度で理由があるからこれを認容し、その余は

理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第２９部 20 

 

 

    裁判長裁判官 

                               

               國 分 隆 文 25 
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       裁判官 

                               

               塚  田  久 美 子 

 5 

 

       裁判官 

                               

               木 村 洋 一  
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（別紙） 

 

被告商品目録 

 

１ 商品名 

 「ＷＩＴＨ ＣＯＲＤ ＳＯＦＴＢＡＳＫＥＴ」（ソフトバスケット（紐付き）） 

 

２ 容量及びサイズ 

   下表のとおり 

  容量（ℓ） サイズ（ｍｍ） 税抜き小売価格

（円） 縦幅 横幅 高さ 

２ 135 210 159 １００ 

７ 190 290 220 ３００ 

１９ 270 400 313 ５００ 

 

以上  
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（別紙） 

 

原告意匠公報図面目録 

 

１ 斜視図 

 

 

２ 正面図 
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３ 右側面図 

 

 

 

４ 平面図 
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５ 底面図 

 

以上 
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（別紙） 

 

公知意匠目録 

 

１ 甲９（平成１１年７月２０日を特許日とする米国発行の公報（特許番号：意匠

４１２，２２８）） 

 

 

２ 甲１０（平成１２年８月７日発行の意匠公報（意匠登録第１０８１７８３号）） 
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３ 甲１９の１（特許庁意匠課公知資料番号ＨＡ２１００６７９１） 

 

 

４ 甲１９の２（特許庁意匠課公知資料番号ＨＢ０８０２１６８４） 
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５ 甲１９の３（特許庁意匠課公知資料番号ＨＣ０２０３３７６９） 

 

 

６ 甲１９の４（特許庁意匠課公知資料番号ＨＪ２２０７９７３１） 
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７ 甲１９の５（特許庁意匠課公知資料番号ＨＪ２２０５０４５１） 

 

 

８ 乙２（平成２１年６月３日公告（公開）の中国発行の公報（ＣＮ３００９３５

３１３Ｄ）） 
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９ 乙３（個人ブログに掲載されていたもの）  

 

 

 

 

 

 

 

１０ 乙４（平成１８年１月１９日公開の公開特許公報（特開２００６－１５０１

５）に掲載されていたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 乙５（平成４年３月１８日公開の公開実用新案公報（平４－３３３６９）に

掲載されていたもの）  
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１２ 乙６（個人ブログに掲載されていたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 乙７（「１００円グッズ、かご、カラボ、スノコ、使える！アイデア収納」

と題する書籍に掲載されていたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 乙８（個人ブログに掲載されていたもの） 
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１５ 乙９（インターネット上のショッピングサイトで掲載されていたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 乙２６（平成２０年９月１０日公告（公開）の中国発行の公報（ＣＮ３００

８２６８９４Ｄ）） 

 

 

１７ 乙２７（平成２３年１２月２８日公告（公開）の中国発行の公報（ＣＮ３０

１７７４００６Ｓ）） 

 

 

 

 

 

以上  



57 

 

（別紙） 

 

原告意匠目録 

 

１ 基本的構成態様 5 

① 略楕円形状で小判型の底面とこれより大きい略楕円形状で小判型の上面とか

らなる中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす収納容器本体と、

その収納容器本体の長手方向の両端上部に対向して設けられた縄紐からなる一

対の把手とから構成されている。 

２ 具体的構成態様 10 

② 収納容器本体は、軟質の合成樹脂で一体に形成されており、正面視及び背面

視において、収納容器本体の上辺の長さと下辺の長さと高さの比率は、約１

０：７．４：７．４であり、また、側面視において、収納容器本体の上端部の

幅と下端部の幅の比率は約６．７：５．２である。 

③ 一対の把手は、二本の短い縄紐からなっており、収納容器本体の長手方向の15 

両端上部の外周面に対向して穿設された左右一対の小さな透孔に太さのある縄

紐の両端部を収納容器本体の外側からそれぞれ挿通し、縄紐の各端部に大きな

止め結びを形成し、その止め結びの先の縄紐がほつれて末広がり状となってい

て、その止め結びの存在が収納容器本体の上端の開口部から見えるようになっ

ており、収納容器本体の外側に存在する縄紐はＵ字状に垂下して設けられてい20 

る。 

④ 正面視及び背面視において、収納容器本体の上辺は、両端から中央部に向か

って緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形成している。 

⑤ 収納容器本体底面の長手方向両端の円弧状部には、その円弧の中央部とその

両側に等間隔でそれぞれ三個の小さな突起が設けられている。 25 

⑥ 側面視において、収納容器本体の上辺は、中央部に向かって立ち上がり、全
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体が弧状の凸状面として突設した形状である。 

以上  
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（別紙） 

被告意匠目録 

 

１ 基本的構成態様 

① 略楕円形状で小判型の底面とこれより大きい略楕円形状で小判型の上面とか5 

らなる中空の逆略楕円錐台形状の上面が開口された形状をなす収納容器本体と、

その収納容器本体の長手方向の両端上部に対向して設けられた縄紐からなる一

対の把手とから構成されている。 

２ 具体的構成態様 

② 収納容器本体は、軟質の合成樹脂で一体に形成されており、正面視及び背面10 

視において、収納容器本体の上辺の長さと下辺の長さと高さの比率は、イ号意

匠では約１０：８．１：７．７、ロ号意匠では約１０：７．９：７．６、ハ号

意匠では約１０：８：７．５で、側面視において、収納容器本体の上端部の幅

と下端部の幅の比率は、イ号意匠では約６．８：５．１、ロ号意匠では約６．

８：５．２、ハ号意匠では約６．８：５．１であり、イ号意匠ないしハ号意匠15 

の正面視及び背面視における収納容器本体の中央の高さと両端の高さの比は

１：１である。 

③ 一対の把手は、二本の短い縄紐からなっており、収納容器本体の長手方向の

両端上部の側面に対向して穿設された左右一対の小さな透孔に太さのある縄紐

の両端部を前記収納容器本体の外側からそれぞれ挿通し縄紐の各端部に大きな20 

止め結びを形成し、その止め結びの先の縄紐がほつれて末広がり状となってい

て、その止め結びの存在が収納容器本体の上端の開口から見えるようになって

おり、収納容器本体の外側に存在する縄紐はＵ字状に垂下して設けられている。 

④ 正面視及び背面視において、収納容器本体の上辺は水平な直線形状である。 

⑤ 収納容器本体底面の長手方向両端の円弧状部には、その円弧の中央部とその25 

両側に等間隔でそれぞれ三個の小さな突起が設けられている。 
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⑥ 側面視において、収納容器本体の上辺は水平な直線形状である。 

以上 


